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災害時安定供給施設

　

平
成
27
年
10
月
以
降
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
ま
す
。
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
と
は
、
国
民
一
人
一
人

が
持
つ
12
桁
の
番
号
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。
年
金
や
雇
用
保
険
、
各

種
福
祉
の
給
付
金
、
確
定
申
告
な

ど
の
行
政
手
続
き
に
利
用
で
き
ま

す
。

簡
易
書
留
で
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い

　

簡
易
書
留
に
は
、
➊
通
知
カ
ー

ド
➋
個
人
番
号
カ
ー
ド
申
請
書
と

返
信
用
封
筒
❸
説
明
書
が
同
封
さ

れ
て
い
ま
す

申
請
に
よ

り
無
料
で
交
付
さ
れ
ま
す
。
申
請

は
10
月
か
ら
可
能
で
、
交
付
は
平

☎

▶

▶

▶

▶

☎

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

☎

成
28
年
１
月
以
降
に
な
り
ま
す
。

　

申
請
方
法
は
、
簡
易
書
留
に
同

封
さ
れ
て
い
る
➋
に
必
要
事
項
を

記
入
し
郵
送
（
申
請
書
に
は
必
ず

顔
写
真
を
貼
っ
て
く
だ
さ
い
）
ま

た
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
所
定
の

フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
請
（
顔
写
真
の

デ
ー
タ
が
必
要
）
し
て
く
だ
さ
い

顔
写
真
付
き
の
公
的
な
身
分
証
明

書
、e

―T
ax

な
ど
の
電
子
申
請
、

コ
ン
ビ
ニ
で
の
証
明
書
交
付
な
ど

に
使
用
で
き
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０（
２
０
）０
１
７
８

※
受
け
付
け
は
、
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
５
時
30
分
（
土
日
祝
日
を

除
く
）

市
民
生
活
部
市
民
生
活
課
（
戸
籍

係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
８

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

【通知カード】

【個人番号カード】

　
「
子
育
て
を
助
け
て
ほ
し
い
人
」

と
「
子
育
て
の
手
伝
い
が
で
き
る

人
」
が
そ
れ
ぞ
れ
会
員
登
録
し
、

地
域
ぐ
る
み
で
子
育
て
支
援
を
す

る
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
事
業
。

　

市
内
で
子
育
て
の
手
伝
い
が
で

き
る
人
を
対
象
に
、
第
２
回
協
力

会
員
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

平
成
27
年
10
月
29
日（
木
）

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時
15
分

市
役
所
南
方
庁
舎
２
階

中
会
議
室

電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い平

成
27
年
10
月
26

日（
月
）

無
料

登
米
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
務
局

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
８

　

平
成
28
年
度
小
学
校
入
学
予
定

の
児
童
を
対
象
に
、
健
康
診
断
を

実
施
し
ま
す
。
対
象
児
童
の
保
護

者
に
は
、
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

午
後
１
時
30
分
〜（
受
け

付
け
開
始
＝
午
後
０
時
45
分
）

内
科
・
眼
科
・
耳

鼻
科
・
歯
科

教
育
委
員
会
教

育
部
学
校
教
育
課（
教
育
振
興
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
６
７
９

■
　

農
業
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不

足
な
ど
の
対
策
と
し
て
、
集
落
営

農
の
組
織
化
や
、
農
業
経
営
の
法

人
化
と
い
っ
た
方
法
が
あ
り
ま

す
。詳
し
く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

産
業
経
済
部
農

林
政
策
課（
経
営
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
４
９
１

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ

せ
て
い
く
た
め
に
、
行
政
評
価
委

員
が
市
民
の
視
点
で
事
業
の
改
善

に
向
け
て
助
言
を
す
る
外
部
評
価

を
、
８
月
６
日（
木
）市
役
所
迫
庁

舎
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
、
登
米
市
行
政
評
価

委
員
会
委
員
５
人
に
よ
り
、
４
つ

の
基
本
事
業
を
単
位
と
し
た
８
事

務
事
業
を
評
価
し
、
事
務
事
業
の

妥
当
性
や
事
業
の
有
効
性
な
ど
を

検
証
し
ま
し
た
。

　

総
務
省
で
は
、
平
成
27
年
10
月

19
日（
月
）か
ら
25
日（
日
）ま
で
を

「
行
政
相
談
週
間
」と
定
め
て
い
ま

す
。
行
政
相
談
は
、
国
や
県
、
市

な
ど
へ
の
意
見
、
要
望
な
ど
の
相

談
に
応
じ
、
そ
の
解
決
や
実
現
を

お
手
伝
い
す
る
も
の
で
す
。

　

本
市
で
は
、
左
記
の
日
程
で
特

設
行
政
相
談
所
を
開
設
し
、
行
政

相
談
委
員
が
皆
さ
ん
の
相
談
に
応

じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

総
務
部
総
務
課

（
総
務
法
制
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
０
９
１


